
   
 

政務活動費の運用指針の改正について 

（令和５年３月改正箇所：令和５年度から適用） 
 

１ 添付資料の省略 

【第２章】 

・５支出証拠書類一覧の欄外に下記のとおり注釈（※２）を追加し、該当の支出

証拠書類（旅費計算書、見積書、対応者等の名刺、現地の写真）の後ろに「（※

２）」を追加（P17） 

 

 

 ※２ 会派内の参加代表者の審査書に添付することで、他の参加者は添付を 

省略することが可能 

 

 

※本件については、あくまでも運用指針の運用上の解釈を検討会で確認したもの

であることから、検討会で確認した日（令和４年６月２８日）をもって運用を

開始した。 

 

 

２ 議会共用タイムレコーダー 

【第２章】 
・５支出証拠書類一覧「人件費」の項目を下記のとおり変更（P18） 
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３ 県内移動におけるガソリン代 

【第２章】 
・６（１）調査研究費の関連費目の例示中「交通費等」の項目を下記のとおり変

更（P19） 
 

 

 

 
【第３章】 
・１旅費「私有車」の項目を下記のとおり変更(P37) 
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４ ２人以上の分の請求書等を１つにまとめる取り扱い 

【第４章】 
・１（４）ウを下記のとおり変更（P46） 

 ※みどりの窓口に限定した記載を削除 

 

 ウ ２人以上の分を１枚の領収書にまとめた場合、領収書の原本を貼付する議

員については、貼付用紙（様式 14）の余白部分に内訳（議員名及び各々の額）

を記入し、原本を貼付しない議員については、貼付用紙（様式 14）に写しを

貼付し、内訳を記入したうえで、写しである旨と原本の所在を記入する。 

 

 

 

【第４章】 
・１（５）領収書受領にあたっての留意事項【領収書チェックシート】「②宛名」

の項目中ただし書きを下記のとおり変更（P47） 

 ※みどりの窓口に限定した記載を削除 

 

 ※ただし、２人以上の分を一括して購入する場合に限り、会派名のみの記載で

もよい。 

 

 

 

５ クレジットカードの利用 

【第４章】 
・１（７）ウ「クレジットカードの使用」と１（７）エ「立替払いによる支出」

の記載順を入れかえ、下記のとおり「クレジットカードの使用」を「クレジッ

トカード利用の際の留意点」に変更（P49） 

 

ウ 立替払いによる支出（会派内後払いの原則） 

  （略） 

 

エ クレジットカード利用の際の留意点 

  政務活動費を充当する経費の決済にクレジットカードを利用する場合は、 

次の点に留意する。 

 

 ※「クレジットカード利用の際の留意点」を記載した表を追加 


